
 

入札（開札）結果 hp78  

 

 入 札 （ 開 札 ） 日 令和7年10月22日 

工 事 名 西流下３号門脇１号準幹線築造工事 

施 工 場 所 石巻市泉町四丁目地内 

種 別 土木Ａ（総合評価） 

概 要 

 

施工総延長 L=335.50m 

【補助工区】  

管きょ工  

  開削工 PRPφ200mm   L=78.50m 

 マンホール工         N=3か所 

取付管およびます工     N=8か所 

【単独工区】  

管きょ工  

  開削工 PRPφ200mm   L=257.00m 

 マンホール工         N=7か所 

取付管およびます工     N=28か所 

 

工 期 令和7年11月4日から令和8年3月31日 

契 約 者 
宮城県石巻市渡波字新千刈140番地 

㈱ミヤケン 

予 定 価 格 45,861,000円（消費税及び地方消費税の額を除く） 

調 査 基 準 価 格 41,074,950円（消費税及び地方消費税の額を除く） 

 

 

（単位：千円） 

№ 入札参加者 第１回 第2回 摘要 

1 ㈱瀬崎組 44,000   

2 ㈱堀内建設 41,092   

3 ㈱ミヤケン 41,075.200 落札  

※ 入札（開札）結果の金額は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額です。 
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